
令和７年度 福祉・介護職員等処遇改善加算の取得状況及び職場環境等要件の取り組みについて 

 

 

令和７年４月時点での処遇改善加算等の取得状況及び加算要件のひとつである 

職場環境等要件の当法人の取り組みについて公表いたします。 

 

令和 6年度介護報酬改定により、旧介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースア

ップ等支援加算が一本化され、新加算である「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。 

当事業所では、職員の賃金体系の整備、計画的な研修機会の提供など職場環境整備を行い、事業所において加算

の算定要件を満たしていることから、介護職員等処遇改善加算Ⅲを取得しております。 

 

職場環境要件について、賃金以外の処遇改善に関する取り組み内容は次のとおりです。 

 

 


